
日田市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱の一部を改正する要綱 

 

平成 31 年４月１日制定 

令和３年４月１日改訂 

令和４年５月９日改訂 

令和５年４月１日改訂 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、がけ崩れ等の危険から市民の生命の安全を確保するため、がけ

地の崩壊等（土石流及び地すべりを含む。以下同じ。）により生命に危険をおよぼ

す恐れのある区域に存する危険住宅の移転を行う者（住宅金融支援機構又は一般の

親族居住用住宅貸付けを受けて親族の居住する危険住宅の移転を行う者を含む。以

下同じ。）に対して予算で定めるところにより交付する補助金に関し、大分県がけ

地近接等危険住宅移転事業費補助金交付要綱及び日田市補助金等交付規則（平成９

年日田市規則第 36 号。以下「規則」という。）に定めるもののほか必要な事項を

定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

⑴ 住宅 人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分をいい、店舗等の用途を兼ね

るもの（店舗等に供する部分の床面積の合計が全体床面積の２分の１未満のもの

に限る。）をいう。 

 ⑵ 所有者等 補助対象建築物に居住する所有者若しくはその相続人、又は所有者

の同意を得て補助対象事業を行う者をいう。 

 ⑶ 既存不適格住宅 建築時には適法に建てられた建築物であって、その後の法令

改正や都市計画変更等によって現行法に対して不適格な部分が生じた建築物をい

う。 

⑷ 危険住宅 がけ地の崩壊等による危険が著しいため、次のイからハまでのいず

れかの区域に存する既存不適格の住宅（当該区域の指定等により建築制限の基準

に適合しないこととなったものに限る。）又はイからホまでのいずれかに該当す

る区域に存する住宅（建築後の大規模地震、台風等により安全上又は生活上の支

障が生じたものであって、地方公共団体が移転勧告、是正勧告、避難指示等を行

ったものに限る。）をいう。ただし、避難指示については、当該指示が公示され

た日から６月を経過している住宅に限る。 

  イ 建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第 39 条第１項の規定に基づき、大分

県建築基準法施行条例（昭和 46 年大分県条例第 27 号。以下「県条例」とい

う。）第 25 条の規定により大分県知事（以下「県知事」という。）が指定し



た急傾斜地崩壊危険区域 

  ロ 建築基準法第 40 条に基づき、県条例第 26 条の規定より建築を制限している

区域 

  ハ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成 12

年法律第 57 号。以下「土砂災害防止法」という。）第９条に基づき、県知事

が指定した土砂災害特別警戒区域 

  ニ 土砂災害防止法第４条第１項に定められた基礎調査を完了し、ハに掲げる区

域に指定される見込みのある区域 

  ホ 事業着手時点で過去３年間に災害救助法（昭和 22 年法律第 118 号）の適用

を受けた区域 

 ⑸ 代替住宅 移転先となる危険住宅に代わる住宅（移転先は市内の前号に掲げる

区域外に限る。） 

 ⑹ 施工業者等 所有者等との請負契約、金銭消費賃借契約等により第４条に規定

する補助対象事業を行う者 

 

（補助対象者） 

第３条 補助の対象となる所有者等（以下「補助対象者」という。）は、次の各号の

要件に該当するもの又は市長が適当と認めるものとする。 

 ⑴ 本市の市税等を滞納していない者 

 ⑵ 日田市暴力団排除条例（平成 23 年日田市条例第 29 号）第２条第１号に規定す

る暴力団（以下「暴力団」という。）又は同条第２号に規定する暴力団員若しく

は暴力団と密接な関係を有する者でない者 

 

（補助対象事業） 

第４条 補助対象事業は、次の各号に掲げる事業のうち、市内に存する危険住宅につ

いて行う事業とする。 

 ⑴ 危険住宅除却等事業 危険住宅の除却等を行う事業 

 ⑵ 代替住宅建設等事業 市内の第２条第４号に規定する区域外の市内の区域（以

下「危険区域外」という。）において、代替住宅の建設等を行う事業 

 ⑶ 代替住宅等移転事業 危険区域外に建設及び購入若しくは賃貸又は施設入所等

（以下「代替住宅等」という。）をする際の移転に係る事業 

 ⑷ 移転事業の対象となる危険住宅に代わる住宅については、原則として別の危険

住宅の購入・改修によるものでないこととする。 

２ 補助対象事業は、危険住宅に居住する者の代替住宅等への移転及び当該危険住宅

の除却を行うものでなければならない。 

３ 移転の対象となる危険住宅に代わる住宅の新築については、次の各号に掲げる要

件に適合するものでなければならない。 

 ⑴ 原則として土砂災害特別警戒区域外に存すること 



 ⑵ 原則として建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成 27 年法律

第 53 号）第２条第１項第３号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合

すること 

 ⑶ 原則として都市再生特別措置法（平成 14 年法律第 22 号）第 88 条第１項に規

定する行為で同条第５項の規定に基づく公表に係るものではないこと 

 

（補助対象経費及び補助金の額） 

第５条 補助金の交付の対象となる経費及び補助限度額は、別表のとおりとする。 

 

（補助金等の交付の申請） 

第６条 補助対象者が補助金の交付を申請しようとするときは、補助金交付申請書

（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

 ⑴ がけ地近接等危険住宅移転工事計画書及び収支予算書（別添様式１号） 

 ⑵ 跡地管理誓約書（別添様式２号） 

 ⑶ 危険住宅除却工事費の見積書の写し 

 ⑷ 金融機関等の貸付予約通知書の写し又はこれに代わるもの 

 ⑸ 危険住宅の位置図、配置図（がけ断面図を含む。）及び平面図 

 ⑹ 移転先の位置図 

 ⑺ 危険住宅の土地及び家屋の登記簿謄本 

 ⑻ 代替住宅に係る土地の登記簿謄本 

 ⑼ 危険住宅及び移転先の写真 各２葉 

 ⑽ 市税等の完納証明 

 ⑾ その他市長が必要と認める書類 

 

（補助金の交付決定） 

第７条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要

に応じて行う現地調査等により、当該申請の内容等を審査し、適当であると認めた

ときは、速やかに補助金等の交付の決定をし、補助対象者に通知（様式第２号）す

るものとする。 

２ 市長は、前項の規定により交付を決定する場合において必要があるときは、補助

金の交付について条件を付すことができる。 

３ 補助対象者は、補助金の交付決定を受けたのち、工事に着手しなければならな

い。 

 

（申請の取下げ） 

第８条 前条の規定により補助金の交付決定の通知を受けた補助対象者は、事情によ

り第６条に規定する申請を取り下げるときは、当該通知を受けたから起算して 15

日以内に補助金交付申請取下届（様式第３号。以下「取下届」という。）を市長に



提出しなければならない。 

２ 前項の規定による取下届の提出があったとき、市長は、当該補助金の交付の決定

を取り消すものとする。 

 

（工事着手届） 

第９条 補助対象者が補助対象事業に着手するときは、事業着手届（様式第４号）を

市長に提出しなければならない。 

 

（補助事業の内容の変更） 

第 10 条 補助対象者は、第７条第 1 項に規定する通知を受けたのち、次の各号のい

ずれかに該当するときは、速やかに補助金変更承認申請書（様式第１号）を市長に

提出し、承認を受けなければならない。 

 ⑴ 補助事業費を変更しようとするとき 

 ⑵ 補助事業の内容を変更しようとするとき 

 ⑶ 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき 

２ 第６条及び第７条の規定は、前項の場合に準用する。 

 

（実績報告） 

第 11 条 補助対象者は、移転工事が完了したときは、補助事業等実績報告書（様式

第５号）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

 ⑴ 危険住宅除却工事費の請求書又は領収書の写し 

 ⑵ 金融機関等の融資契約書の写し又はこれに代わるもの 

 ⑶ 除却跡地及び移転先の写真 各２葉 

 ⑷ 建築基準法第７条第５項の規定による検査済証の写し 

 ⑸ その他市長が必要と認める書類 

２ 前項の報告は、補助対象事業の完了の日から起算して 20 日を経過した日又は補

助金の交付決定があった日の属する年度の２月末日のいずれか早い日までに行わな

ければならない。 

 

（補助金の額の確定） 

第 12 条 市長は、前条の規定により実績報告を受けたときは、その内容を審査し、

交付すべき補助金の額を確定し、補助金交付額確定通知書（様式第６号）により補

助対象者に通知するものとする。 

 

（交付決定の取消し） 

第 13 条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付の決定

又は一部を取り消すことができる。 

 ⑴ 補助金を他の用途に使用したとき 



 ⑵ 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき 

 ⑶ 法令、規則又はこの要綱及び市長の指示に違反したとき 

 ⑷ 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき 

 

（補助金の返還） 

第 14 条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の

当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定め

て、その返還を命ずるものとする。 

２ 市長は、補助対象者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、すでにそ

の額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分の返

還を命ずるものとする。 

 

（補助金の交付請求） 

第 15 条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書

（様式第７号）を市長に提出しなければならない。 

 

（跡地の管理） 

第 16 条 補助対象者は、危険住宅除却後の跡地について、市長が指示する標識を設

置するなど、適正な管理を行わなければならない。 

 

（関係書類の保管） 

第 17 条 補助対象者は、補助金及び移転工事費等の経費を明らかにする帳簿を作成

し、証拠書類とともに移転事業完了後５年間保管しなければならない。 

 

（補則） 

第 18 条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

 

（雑則） 

第 19 条 令和５年３月 31 日までに現に事業着手しているものについては、なお従前

の例による。 

 

附 則 

この要綱は、令和５年度の予算に係る日田市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金

から適用する。 

 

 

 

 


